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議

会

報

告

　
令
和
４
年
伊
万
里
市
議
会
第
２
回
臨
時
会
が
、
５
月
20
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
臨
時
会
で
は
、
条
例
議
案
１
件
、
一
般
議
案
６
件
、
予
算

議
案
１
件
、
報
告
１
件
の
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
提
出
議
案
に
つ

い
て
は
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
、
承
認
、
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
の

特
例
に
関
す
る
条
例
制
定

　
市
長
の
現
任
期
に
係
る
退
職
手

当
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
市
長
の
現
任
期
中
に
選

任
ま
た
は
任
命
さ
れ
た
副
市
長
、

教
育
長
お
よ
び
識
見
を
有
す
る
者

の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
た
監
査
委

員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
任
期
に
係
る
退

職
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
た
め
、
条
例
を
制
定
し
た
も
の

で
す
。

■
副
市
長
の
選
任

　
副
市
長
　
泉
秀
樹
氏
の
任
期
が

５
月
21
日
で
満
了
す
る
こ
と
に
伴

い
、
新
た
に
桑
本
成
じ
ょ
う

司じ

氏
を
選
任

し
た
も
の
で
す
。

■
監
査
委
員
の
選
任

　
監
査
委
員
　
井い

関せ
き

勝か
つ

志し

氏
の
任

期
が
５
月
21
日
で
満
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
同
氏
を
再
任
し
た
も
の

で
す
。

■
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任

　
固
定
資
産
評
価
員
　
幸
島
浩
信

氏
の
辞
任
に
伴
い
、
新
た
に
中
村

武
夫
氏
を
選
任
し
た
も
の
で
す
。

条
例
議
案

　
前
副
市
長 

泉
秀
樹
さ
ん
の
任
期

が
５
月
21
日
で
満
了
し
、
退
任
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
５
月
20
日
に
市

役
所
で
退
任
式
が
あ
り
ま
し
た
。

　
泉
さ
ん
は
、
平
成
30
年
５
月
か

ら
４
年
間
、
副
市
長
を
務
め
ら
れ
、

県
職
員
時
代
に
培
わ
れ
た
技
術
職

と
し
て
の
知
識
と
経
験
を
生
か
し
、

市
政
発
展
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　
泉
さ
ん
は
、
約
70
人
の
職
員
が

出
席
し
た
退
任
式
で
、
読
書
好
き
と

い
う
こ
と
か
ら
、
市
民
図
書
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
書
評
コ
ー
ナ
ー

を
持
っ
た
こ
と
な
ど
、
在
任
中
を

振
り
返
る
と
と
も
に
、
職
員
へ
の

感
謝
の
思
い
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
５
月
23
日
に
は
、
新
た
に
就
任

し
た
桑
本
成
司
副
市
長
の
就
任
式

が
市
役
所
で
あ
り
、
桑
本
副
市
長

は
、「
市
長
２
期
目
の
実
り
あ
る
市

政
運
営
を
支
え
た
い
」
と
決
意
を

述
べ
ま
し
た
。

副

市

長

退
任
式
・
就
任
式

一
般
議
案

予
算
議
案

■
令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ

１
億
２
５
３
万
８
０
０
０
円
を
追

加
し
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
、

２
７
８
億
７
３
３
万
８
０
０
０
円

と
な
り
ま
し
た
。

※
歳
出
補
正
の
事
業
名

▽
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
支
給
事
業

　
委
員
会
条
例
第
７
条
の
規
定
に

よ
り
、
松
尾
真
介
議
員
、
香
月

孝
夫
議
員
を
文
教
厚
生
委
員
会
の

委
員
に
選
任
し
た
も
の
で
す
。

　
２
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
は
、
審
査
の
結
果
、
原
案
の

と
お
り
可
決
・
承
認
す
べ
き
も
の

と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

常
任
委
員
の
補
欠
選
任

桑本成司 副市長
（61 歳）

委
員
会
報
告

↑多くの職員に見送られて退任
する泉さん（左から１人目）

令
和
４
年
第
２
回
臨
時
会
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インフォメーションインフォメーション

● 問合先　新型コロナウイルスワクチン接種対策室（　 ☎㉓㉓４１２２）

　市では、国の指示のもと、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種から５か月以上が経過した次の①または②の

人を対象に、追加接種（４回目接種）を実施しています。

① 60 歳以上の人
② 18 歳以上 60 歳未満の人で、基礎疾患を有する人その他重症化リスクが高いと医師が認める人（基礎疾患を有す

る人など）
　『基礎疾患を有する人など』とは、具体的には次のいずれかに該当する人です。

◆ 18 歳以上 60 歳未満であるが、次の基礎疾患があり、通院または入院している

▷ 慢性の呼吸器の病気

▷ 慢性の心臓病（高血圧を含む）

▷ 慢性の腎臓病

▷ 慢性の肝臓病（肝硬変など）

▷ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病

▷ 血液の病気。ただし、鉄欠乏性貧血を除く

▷ 免疫の機能が低下する病気。治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む

▷ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている

▷ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

▷ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障がいなど）

▷ 染色体異常

▷ 重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態）

▷ 睡眠時無呼吸症候群

▷ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳を所持している、または自立支援

　 医療〔精神通院医療〕で『重度かつ継続』に該当する場合）や知的障がい（療育手帳を所持している場合）

※ 精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳を所持している人は、通院や入院をしていない場合も、基礎疾患のある

　 人に該当します。

◆ 18 歳以上 60 歳未満であるが、ＢＭＩ（体重㎏÷身長ｍ ÷身長ｍ）が 30 以上である

◆ 18 歳以上 60 歳未満であるが、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認めら

　 れた

※ 例えば、妊娠している人や喫煙などの生活習慣がある人などで、４回目接種時の問診で医師が判断されます。

● 接種費用　自己負担はありません。無料で接種を受けられます。

● 接種までの流れ
① 60 歳以上の人
　 申請は不要です。市から接種券を郵送しますので、届いたら予約し、接種してください。

② 18 歳以上 60 歳未満の人で、基礎疾患を有する人など
　 申請が必要です。『接種券発行申請書』を提出してください。申請後に、市から接種券を郵送しますので、届いた

ら予約し、接種してください。

※ 接種券は、３回目接種後５か月を経過してから 1 週間程度で届くよう郵送する計画です。予約は接種券が届いて

から可能となります。

※ 接種券発行申請書は郵送・ファックスでの送付や各コミュニティセンターでの提出も可能です。

※ 接種券発行申請書は６月に全家庭に配布しています。また、市のホームページからダウンロードできます。

● 申請・送付先
　〒 848-8501　伊万里市立花町 1355 番地 1　新型コロナウイルスワクチン接種対策室

　ファックス番号　㉒７８６０

● 予約方法
　接種券が届いたら、1 〜３回目と同様にＬＩＮＥやインターネット、コールセンターで予約ができます。かかりつ

けの人のみが接種できる医療機関もありますので、接種券に同封しているチラシで確認してください。

新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）を実施中
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インフォメーションインフォメーション

※ワクチン接種は本人の意思・同意で行われます。職場や周りの人などへの接種の強制や、接種を受けていない人へ

の偏見・差別につながる行為、人権侵害、誹
ひ

謗
ぼう

中傷などは、絶対にしないでください。

市内の３回目接種状況　令和３年度の接種券発送数をもとに集計

▷６月 14 日接種済までで集計

86.6％

0 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

65歳以上

60〜64歳

50〜59歳

40〜49歳

30〜39歳

20〜29歳

16〜19歳

12〜15歳

計

85.96％

79.03％

65.36％

52.23％

45.35％

43.97％

29.62％

71.00％

87.23％

①市から送付する『接種済証
（追加接種用）』

②市から送付する『接種券
一体型予診票』

③本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイ
ナンバーカードなど

● 接種に必要なもの

３回目接種後に伊万里市に転入した人は手続きが必要です

　３回目接種後に伊万里市に転入した人は、伊万里市で接種記録を確認できないため、４回目接種を希望する場合に

接種券の発行申請が必要となります。申請後、該当する接種券送付時期に接種券を郵送します。

● 申請方法
　必要書類を新型コロナウイルスワクチン接種対策室に直接持参または郵送してください。

● 必要書類
▷接種券発行申請書（６月に全家庭に配布しています。また、市のホームページからダウンロードできます。）

▷前住所地の接種済証の写し

● 申請・郵送先
　〒 848-8501　伊万里市立花町 1355 番地 1　新型コロナウイルスワクチン接種対策室

※感染防止・重症化予防を図るためにも、新型コロナウイルスワクチン未接種の人は、ぜひ検討してください。

17 2022.7広報伊万里



インフォメーションインフォメーション

どっちゃんどっちゃん祭り祭り
８月７日（日）８月７日（日）

第32回　伊万里の第 32回　伊万里の夏夏

　伊万里の夏と言えば『どっちゃん祭り』。

　今年は、新型コロナウイルス感染症の対策を十分に行った上で、

開催します。
● 問合先
　シティプロモーション推進課観光振興係内　伊万里の夏・どっちゃん祭り実行委員会事務局（　 ☎⑳９０３１）

時　間 イベント内容

午後５時〜 開会宣言、伊万里子ども太鼓の会演奏

午後５時 20 分〜 どっちゃんダンシング（１部）

午後６時 00 分〜 伊万里津物語『入船』（伊万里太鼓）

午後６時 15 分〜 どっちゃんダンシング（２部）

午後７時 15 分〜 パレード（宝船、ブラスバンド、女みこし）

午後７時 55 分〜 市長・会長あいさつ、どっちゃん抽選会

午後８時 30 分〜 みんなで踊ろうどっちゃん祭り（総踊り）

午後８時 50 分〜 伊万里津物語『出船』（伊万里太鼓）、女みこし

午後３時〜９時 物産展〔中央駐車場、駅前公園〕

午後３時〜８時 どっちゃんライブ〔駅前公園〕

◆会　場　伊万里市街地
　ステージ　浜町交差点

◆８月７日（日）通行規制情報
● 本町バイパス（市道八谷搦・上伊万里線）
▷本岡金物店前〜浜町交差点

　午後１時〜 11 時

▷浜町交差点〜セントラルパーキング前

　午後１時〜 11 時

▷セントラルパーキング前〜旧カラオケバレン

　タイン付近交差点【片側】

　午後７時〜８時

● 駅通り（市道伊万里駅前・松島線）
▷居酒屋すたーと前〜相生橋北詰

　午後１時〜 11 時

● 市道延命橋線・市道本町通り線
▷旧カラオケバレンタイン付近交差点〜木寺呉

　服店前〜原皮膚科前

　午後７時〜８時※イベント内容は変更になる可能性があります。

事 業 名事 業 名 団 体 名団 体 名

古伊万里通りのおひなさま・着地型観光体験モニターツアー 古伊万里通りのおひなさま実行委員会

フットパスで地域を元気に 南波多フットパス研究会

地域共生社会づくり活動と拠点整備による地域力の創造 ＮＰＯ栄町地域づくり会

絶滅危惧ⅠＢのチョウ『タイワンツバメシジミ』の保存活動 大野岳タイワンツバメシジミ保存会

佐代姫伝説継承保存事業 佐代姫保存会

家読郵便ポスト設置事業 黒川町家読連絡会

市
さ
が
未
来
ア
シ
ス
ト
事
業
費
補
助
金

令
和
３
年
度
採
択
事
業
　
成
果
報
告
会

　
市
で
は
、
自
然
や
人
な
ど
の
地

域
資
源
を
生
か
し
て
、
自
発
の
地

域
づ
く
り
に
取
り
組
む
団
体
に
対

し
て
、
佐
賀
県
と
協
働
で
、『
伊
万

里
市
さ
が
未
来
ア
シ
ス
ト
事
業
費

補
助
金
』
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
６
月
７
日
、
令
和
３
年
度
に
採

択
さ
れ
た
６
団
体
が
取
り
組
ん
だ

内
容
や
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
報

告
会
が
、
市
民
セ
ン
タ
ー
で
あ
り

ま
し
た
。

　
発
表
後
に
、
伊
万
里
市
民
ま
ち

づ
く
り
推
進
会
議
の
山
本
和か

ず

良よ
し

会

長
は
、「
報
告
を
聞
い
て
、
情
報
発

信
の
有
効
性
を
感
じ
た
。
情
報
発

信
に
よ
る
活
動
の
発
展
を
期
待
し

た
い
」
と
講
評
し
ま
し
た
。

　
令
和
３
年
度
に
採
択
さ
れ
た
事

業
は
、
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。↑南波多フットパス研究会の田中幸

ゆき

政
まさ

会
長は２つのコース整備について報告

● 

問
合
先
　
ま
ち
づ
く
り
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係（
　
☎
㉓
２
１
１
４
）
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インフォメーションインフォメーション

シルバー人材センター会員募集シルバー人材センター会員募集

◆入会方法
　入会説明会に参加して、シルバー人材セ

ンターの趣旨・目的に賛同した上で、申
込書を提出してください。

　おおむね 60 歳以上の市内在住で、働く
意欲のある健康な人を募集しています。
　豊富な経験や知識、技能を生かし、仕事
を通じて生きがいづくりと仲間づくりをし
ませんか。

会　員　永田会　員　永田正正
まさまさ

規規
のりのり

さんさん
　　　　（二里町金武）　　　　（二里町金武）

永田永田光光
みつみつ

規規
のりのり

さんさん
（二里町金武）（二里町金武）

会　員　犬塚久美子さん会　員　犬塚久美子さん
　　　   （山代町久原一区）　　　   （山代町久原一区）

桑本ちよみさん桑本ちよみさん
（白　野）（白　野）

松尾松尾法法
のりのり

子子
ここ

さんさん
（新天町３区）（新天町３区）

双子で入会、一緒に作業しています。
健康増進につながっています。

◆入会説明会

● 日　時
▷７月 11 日（月）
▷８月 10 日（水）
▷９月 12 日（月）
▷10 月 11 日（火）
▷11 月 10 日（木）
▷12 月 12 日（月）
※時間はいずれも午前９時 30 分から

● 場　所　伊万里市シルバー人材センター
　　　　　会議室

◆費用（年額）
▷会　費　2,000 円
▷保険料一部自己負担　600 円
▷互助会費　500 円（令和４年度の額）

公益社団法人伊万里市
シルバー人材センター

理事長　山口宇
う

作
さく

さん

● 申込・問合先　公益社団法人伊万里市シルバー人材センター（☎㉓３４７１）

　シルバー人材センターは、「就労したい」だけではな
く、『生きがいづくり・仲間づくり』で入会する人が多く、
会員の口コミからも仲間が広がっています。
　業務はこれまで行ってきたことに加え、空家の管理
なども請け負っていて、職種の新規開拓をしています。
　今後は、業務内容をさらに拡充させていきます。
　自分に合う仕事を見つけてみませんか。

シルバー人材センター理事長に聞いてみましたシルバー人材センター理事長に聞いてみました

19 2022.7広報伊万里



インフォメーションインフォメーション

■ 受付期限　７月 29 日（金）
※土・日曜日、祝日を除く 午前８時 30 分〜午後５時 15 分

※郵送の場合は、７月 29 日の消印のあるものまで有効

■ 試　験
● 試験日　８月 19 日（金）

● 試験会場　伊万里有田共立病院（有田町）

● 試験内容　適性検査、作文試験、面接試験

■ 採用試験区分・採用予定人数
▷看護師　５人程度

▷臨床検査技師　２人程度

▷理学療法士　１人程度

▷言語聴覚士　１人程度

▷臨床工学技士　１人程度

▷事　務　１人程度

■ 受験資格
● 年齢制限
　昭和 63 年４月２日以降に生まれた人

● その他の受験資格
　各試験区分に必要な免許取得者。または、令和５年３月

31 日までに免許取得見込みの人

■ 申込書・試験案内の請求
▷下記で配布します。

▷郵送での請求は、封筒に『採用試験申込書請求』と朱書

きし、140 円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形

２号・Ａ４サイズ）を同封してください。

■ 申込・問合先
　〒 849-4193　有田町二ノ瀬甲 860 番地

　伊万里有田共立病院事務局（☎㊻２１２１）

伊万里有田共立病院の職員を募集します

※詳細は、病院ホームページや『令和４年度伊万里・有田地区医療福祉組合伊万里有田共立病院職員採用試験案内』で確
認してください。

● 申請・問合先　福祉課福祉総務係（ 　☎㉓２１２０）

住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、住民税非課税世帯などを支援するため、令和３年度から１世帯

当たり 10 万円の臨時特別給付金を支給しています。

　これまで支給を受けていない世帯のうち、世帯全員の令和４年度住民税均等割 ( 令和３年分の収入 ) が非課税であ

る世帯を対象に、新たに臨時特別給付金を支給します。

　支給額　　　１世帯当たり 10 万円

　対象世帯　　※すでにこの給付金の支給を受けた世帯は対象外です。
⑴住民税非課税世帯
　令和４年６月１日時点で伊万里市に住民票があり、世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は除きます。

⑵家計急変世帯
　新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和４年１月以降申請日の属する月までの家計が急変し、住民税均等

割非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

　申請方法

⑴住民税非課税世帯

①市から確認書を送付する世帯
　世帯員全員が令和４年度住民税均等割が課税されていないことが確認できた世帯には『確認書』を郵送します。確

認書に必要事項を記入して、郵便で返送してください。

②窓口での申請が必要な世帯
　住民税に関する情報を確認することができない人（令和３年 12 月 11 日以降に伊万里市に転入した人、令和３年

分の収入について未申告である人など）がいる世帯は、福祉課での申請が必要です。

⑵家計急変世帯　福祉課での申請が必要です。

　申請期限

⑴住民税非課税世帯　10 月 31 日（月）

⑵家計急変世帯　９月 30 日（金）

　郵送先　　　〒 848-8501 伊万里市立花町 1355 番地 1　伊万里市役所　福祉課福祉総務係
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インフォメーションインフォメーション

● 申請・問合先　子育て支援課子育て支援係（ 　☎㉓２３１０）

低所得の子育て世帯に『子育て世帯生活支援特別給付金』を支給します

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰などに直面している低所得の子育て世帯に、『子育て

世帯生活支援特別給付金』を支給します。

　支給額　　　児童１人当たり５万円

　対象者
①児童扶養手当受給者など（低所得者のひとり親世帯）
②①以外で、令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（ひとり親世帯以外の子育て世帯）

対象者 要　件 申請手続き

①低所得者のひ
　とり親世帯

令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人 申請不要

公的年金などを受給していることで、令和４年４月分の児童扶養手当を
受けていない人で、かつ所得が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超
えていない人

申請が必要
令和４年４月分の児童扶養手当を受けていない人で、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の受給水準になっ
ている人

②ひとり親世帯
　以外の子育て
　世帯

令和４年４月分の児童手当または、特別児童扶養手当の支給を受けてい
る人で、令和４年度の住民税均等割が非課税の人

申請不要

対象児童（令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童、障がい児につい
ては 20 歳未満）の養育者で、令和４年度の住民税均等割が非課税の人

申請が必要対象児童（令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童、障がい児につ
いては 20 歳未満）の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変し、令和４年度の住民税均等割が非課税と同様の事情に
あると認められる人

　申請期間

　７月１日（金）〜令和５年２月 28 日（火）
※窓口での受け付けは、土・日曜日、祝日を除く午前８時 30 分〜午後５時 15 分。火曜日のみ午後７時まで

※郵送の場合は期限内必着

　申請方法

　必要書類を子育て支援課に直接持参または郵送してください。

　必要書類

▷申請書

▷本人確認書類（運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの写し）

▷通　帳

▷印　鑑

▷収入（所得）額が分かるもの（令和３年度所得課税証明書や給与明細など）

▷収入申立書

▷戸籍謄本（①の世帯のみ）

▷公的年金受給者は年金収入額が分かるもの（①の世帯のみ。令和３年度年金決定通知書や年金額改定通知書、年金

　振込通知書など）

※申請書・収入申立書は、子育て支援課の窓口にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。

※収入（所得）額が分かるものは、①の世帯は扶養義務者分、②の世帯は配偶者分もあわせて提出してください。

　郵送先

　〒 848-8501 伊万里市立花町 1355 番地 1　伊万里市役所　子育て支援課子育て支援係
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インフォメーション

国民健康保険

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　     　　７月下旬に７月下旬に                                  　  　　　　　　　       　  　　　　　　　       新しい被保険者証を郵送します新しい被保険者証を郵送します

国民健康保険被保険者証国民健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証国民健康保険被保険者証
兼高齢受給者証兼高齢受給者証
　　　　

負担割合が

表示されます

■■内容を確かめてください内容を確かめてください

　現在交付している『国民健康保険被保険者証（レモン色）』の有
効期限は、７月 31 日（日）です。８月から使用する新しい被保険
者証（桃色）を７月下旬までに世帯主に郵送します。手元に届い
たら記載内容を確認し、誤りがある場合は連絡してください。
※国民健康保険税の滞納がある世帯については、収納管理課窓口

で納税相談後に交付します。

■■ 70 〜 74 歳の人には『国民健康保険被保険者証兼高齢70 〜 74 歳の人には『国民健康保険被保険者証兼高齢
受給者証』を郵送します受給者証』を郵送します

　70 〜 74 歳の国民健康保険被保険者に交付している『国民健康
保険被保険者証兼高齢受給者証』の有効期限も、同じく７月 31 日
です。８月以降も該当する人には、新しい被保険者証兼高齢受給
者証を郵送します。被保険者証兼高齢受給者証には、所得に応じて、
自己負担額割合（２割または３割）が記載されています。

■■古い被保険者証・被保険者証兼高齢受給者証の処分方法古い被保険者証・被保険者証兼高齢受給者証の処分方法

　有効期限が過ぎた被保険者証や被保険者証兼高齢受給者証は、８
月以降使用できません。第三者に悪用されないように、市役所ま
たは出張所に返却するか、はさみなどで必ず裁断し、燃えるごみ
として処分してください。

　
　入院など高額な治療を受けるときは、事前に『限度額適用認定証』
の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、窓口負
担が、それぞれの世帯の所得などに応じた限度額までになり、住
民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。
● 対　象
① 70 歳未満の人
② 70 〜74 歳の低所得者Ⅰ・Ⅱ（住民税非課税世帯）の人
③ 70 〜74 歳の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
　 （70 〜74 歳の区分が一般または現役並み所得者Ⅲの人は、保険

証の負担割合で所得区分が確認できるため、認定証は必要ありま
せん。）

※申請した月の１日から適用となります。

※住民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者である世帯員全
員が住民税非課税である世帯のことです。

※有効期限は７月 31 日ですので、すでに認定を受けている人も８
月以降は新たに申請が必要です。なお、申請は 7 月１日から受け
付けています。

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

● 問合先　市民課年金保険係（ 　☎㉓２１５３）

国民健康保険証の有効期限国民健康保険証の有効期限

▷ 70 歳になる人
　 誕生月の月末　 誕生月の月末
※１日生まれの人は、誕生月※１日生まれの人は、誕生月
　 の前月末　 の前月末
▷ 75 歳になる人
　 誕生日の前日　 誕生日の前日
▷上記以外の人
　 令和５年７月 31 日（月）　 令和５年７月 31 日（月）

今回郵送する今回郵送する
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インフォメーション

後期高齢者医療

後期高齢者医療被保険者証後期高齢者医療被保険者証

■内容を確かめてください

　現在交付している『後期高齢者医療被保険者証（緑色）』の有効
期限は、７月 31 日（日）です。８月から使用する新しい被保険
者証（紫色）を７月下旬までに、対象者に簡易書留で郵送します。
手元に届いたら記載内容を確認し、誤りがある場合は連絡してく
ださい。
　今回交付する被保険者証の有効期限は、９月 30 日（金）です。
10 月以降有効の被保険者証は、９月中に発送します。
※後期高齢者医療保険料の滞納がある人については、収納管理課
　窓口で納付相談後に交付します。

■古い被保険者証の処分方法

　有効期限が過ぎた被保険者証は、８月以降使用できません。第三
者に悪用されないように、市役所または出張所に返却するか、は
さみなどで必ず裁断し、燃えるごみとして処分してください。

　入院など高額な治療を受けるときは、事前に『限度額適用認定証』
の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、医療費
や食事代などが減額されます。
● 対　象
　①世帯の全員が住民税非課税の人
　②現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
※すでに認定を受けている人には、被保険者証と一緒に新たな認定

証を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。ただし、
被保険者証の負担割合が変更になり、新たに認定証の交付対象と
なる場合には申請が必要です。

※有効期限が過ぎた認定証は、被保険者証と同じく適正に処分して
ください。

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

　　国民健康保険の被保険者証は市が作成し、後期高齢者医療
の被保険者証は佐賀県後期高齢者医療広域連合が作成します。
それぞれ、発送の時期が異なります。
※紛失時の再発行は、市で行います。

　　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証は、別々の封
筒で届きます。

注意してください注意してください医療費の負担割合が変わります

　10 月１日（土）から医療費の
窓口負担割合が見直され、１割負
担の一部の人の負担割合が、２割
になります。詳しくは、被保険者
証に同封するリーフレットで確認
してください。

75 歳の誕生日をもって、そ75 歳の誕生日をもって、そ
れまで加入していた国保、れまで加入していた国保、
健保組合、共済組合などか健保組合、共済組合などか

ら移行します。この場合の手続きら移行します。この場合の手続き
は不要です。は不要です。
※ 65 歳以上 75 歳未満の人で一定※ 65 歳以上 75 歳未満の人で一定

の障がいがある人は、広域連合の障がいがある人は、広域連合
から認定を受けることで移行でから認定を受けることで移行で
きます。事前に市民課に相談しきます。事前に市民課に相談し
てください。てください。

● 問合先
▷市民課年金保険係

（　 ☎㉓２１５３）
▷佐賀県後期高齢者医療広域連合

（☎０９５２　８４７６）

QQ どんな人が後期高齢者医療どんな人が後期高齢者医療
の対象になるの？の対象になるの？

AA

6464
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インフォメーションインフォメーション

◆どんな人が減免されますかどんな人が減免されますか

　次の要件のいずれかに該当する人

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者（原則同一世帯）が死亡し、または重篤な傷病（１か

　月以上の治療を有すると認められる場合）を負った 65 歳以上の人

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者（原則同一世帯）の事業収入や不動産収入、給

　与収入などの減少が見込まれ、次の両方を満たす 65 歳以上の人

▷事業収入などのいずれかの減少額（保険金などにより補塡
てん

されるべき金額を差し引いた額）が、前年の事業収入な

　どの額の 10 分の３以上であること

▷減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること

◆減免の対象となる保険料減免の対象となる保険料

　令和３年度と４年度の保険料で、納期限または年金給付日が令和４年４月１日以降のもの

◆減免額の算出方法減免額の算出方法

①の場合は、保険料全額

②の場合

※令和３年度分保険料については、令和３年度の算出方法に基づきます。

◆手続きはどうするのですか手続きはどうするのですか

　申請書と次の添付書類を長寿社会課に提出または郵送してください。手続きをする際は、事前に問い合わせてくだ

さい。

　添付書類　　①の場合は、医師による死亡診断書や診断書

　　　　　　　②の場合は、収入が減少したことがわかる資料（帳簿、給与明細、通帳の写しなど）

　　　　　　　※保険金や損害賠償などにより補塡
てん

されたときは、契約書の写し

◆どんな人が減免されますかどんな人が減免されますか

　介護保険料の保険料段階が第２または第３段階で、次の要件をすべて満たしていると認められる 65 歳以上の人は、
保険料が第１段階の額（年額 23,220 円）に減免されます。

①預貯金などの合計額が 150 万円以下の人

②市民税が課税されている人と同一生計でなく、扶養されていない人

③不動産などの資産を活用しても、なお生活が困窮している人

④本人と世帯員の前年の収入金額（遺族年金や障がい年金などの非課税収入を含む）の合計額が 100 万円＋（40 万

　円×世帯員数）により算出した額以下の人

※ 65 歳に達した日以降に、次のような非自発的な理由で離職する介護保険の第１号被保険者については、減免の対
象になる場合があります。

▷企業の倒産や解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人

▷派遣や契約社員などの期間に定めのある労働契約が更新されなかったことなどを理由として離職した人

◆手続きはどうするのですか手続きはどうするのですか

　介護保険料の減免は、申請が必要です。７月 29 日（金）までに長寿社会課で手続きをしてください。手続きをす

る際は、医療保険証や年金などの収入が確認できる書類などを持参してください。

65 歳以上の人の介護保険料を減免します65 歳以上の人の介護保険料を減免します

対象となる保険料の額 前年の合計所得金額など 割　合

対象となる期間の保険料の額×減少が見込まれる事業収入
などの前年の所得金額÷前年の合計所得金額

210 万円以下 10/10

210 万円を超える 8/10

事業などの廃止・失業 10/10

●  問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

その他納付が困難なとき
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介護保険負担限度額認定証を交付します

　特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合に、低所得の人の利用が困難とならないように、申請によ

り介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば、施設サービスを利用する場合の食費や居住費の利用者

負担金が所得に応じた負担限度額までとなります。

　認定証の有効期限は７月 31 日（日）です。現在認定を受けている人も８月以降については、更新の申請が必要です。

　更新手続きは、７月１日（金）から受け付けます。

● 対　象

対象要件対象要件 資産要件資産要件

第１段階
住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者または生活保護

受給者
単　身　1,000 万円
夫　婦　2,000 万円

第２段階
住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額と非課

税年金収入額が 80 万円以下の人
単　身　   650 万円
夫　婦　1,650 万円

第３段階

住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額と非課

税年金収入額が次に該当する人

① 80 万円を超え、120 万円以下の人

② 120 万円を超える人

①単　身　   550 万円
　夫　婦　1,550 万円
②単　身　   500 万円
　夫　婦　1,500 万円

※次のいずれかに該当する人は対象になりません。
▷住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税を課税されている人
▷住民税非課税世帯でも、預貯金などで資産要件を超える人

● 問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

低所得者の介護保険料を軽減します

　第１から第 11 段階まである介護保険料のうち、平成 27 年度に消費税率が引き上げられたことから、低所得者（第

１段階）の介護保険料を軽減しています。さらに、令和元年 10 月からの消費税率引き上げにより、第２・第３段階

の介護保険料についても軽減しており、令和４年度も引き続き軽減します。

　今年度の保険料は、次のとおりです。

※第４〜第 11 段階の保険料は、昨年度と変更ありません。

保険料段階保険料段階 対象者対象者 保険料率保険料率 保険料（年額）保険料（年額）

第１段階

本人と世帯全
員が市民税非
課税

● 老齢福祉年金の受給者
● 生活保護の受給者
● 『本人の合計所得金額−公的年金などにかかる雑所得
　＋課税年金収入額』が 80 万円以下の人

基準額
× 0.3

23,220 円

第２段階
● 『本人の合計所得金額−公的年金などにかかる雑所得
　＋課税年金収入額』が 80 万円を超え、 120 万円以
　下の人

基準額
× 0.5

38,700 円

第３段階
● 『本人の合計所得金額−公的年金などにかかる雑所得
　＋課税年金収入額』が 120 万円を超える人

基準額
× 0.7

54,180 円

●  問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）
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◆ 仮徴収・本徴収とは何ですか仮徴収・本徴収とは何ですか

◆ 平準化とは何ですか平準化とは何ですか

　仮徴収額は、原則として前年度２月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が

変わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。

　このままでは、１年間の保険料徴収額が、仮徴収と本徴収で偏ったままになってしまいます。

　そのため、１年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、すでにお知らせしている８月の徴収額を

変更することを『平準化』といいます。

● 例（令和４年度の介護保険料が年額 92,880 円の場合）

▷平準化しない場合

▷平準化した場合

※上記は例ですので、前年度の保険料段階や仮徴収額により、各徴収月の保険料額は異なります。

※７月中旬に、令和４年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。

　介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）は、４・６・８月に『仮徴収』、10・12・２月に『本徴収』として納

めてもらいます。しかし、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、特別徴収額が年間を通じて

できるだけ均等になるように、８月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。

介護保険料（特別徴収）を平準化します介護保険料（特別徴収）を平準化します

仮徴収 本徴収

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額をも

とに仮に算定された金額で納めてもらいます。

※金額は、被保険者ごとにお知らせしています。

確定した年間保険料額から、仮徴収分としてすでに納

めた額を引いた金額を３回に分けて納めてもらいます。

※金額は、７月にお知らせします。

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

17,500 円 17,500 円 17,500 円 13,580 円 13,400 円 13,400 円

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

17,500 円 17,500 円 11,200 円 15,680 円 15,500 円 15,500 円

● 問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

　
市
民
の
創
作
意
欲
あ
ふ
れ
る
作

品
を
募
集
し
ま
す
。

●

応
募
要
件

　
市
民
、
市
内
在
勤
者
、
市
内
の

ク
ラ
ブ
な
ど
で
活
動
し
て
い
る

中
学
生
以
上
の
人

※
【
書
】
は
年
齢
制
限
な
し

●

応
募
方
法

　
事
前
に
、
出
品
申
込
書
を
提
出

の
う
え
、
搬
入
日
に
作
品
を
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●

出
品
料

　
無
　
料

●

募
集
期
限

　
各
期
の
搬
入
日

※
搬
入
日
な
ど
を
記
載
し
た
募
集

要
項
、
出
品
申
込
書
は
、
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
や
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

●

会
　
期

▽
前
期
【
書
】

　
８
月
23
日
（
火
）
～
28
日
（
日
）

▽
中
期
【
写
真
・
工
芸
】

　
９
月
６
日
（
火
）
～
11
日
（
日
）

▽
後
期
【
絵
画
】

　
９
月
13
日
（
火
）
～
18
日
（
日
）

●

場
　
所

　
市
民
図
書
館

●

応
募
・
問
合
先

　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係

（
　
☎
㉒
１
２
６
２
）

市
美
術
展
の
作
品
を

募

集

し

ま

す
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▼
は
篤
志
寄
付
で
す
。

ご
寄
付

ご
寄
付

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
５
月
１
日
〜
31
日
受
付
分

（
敬
称
略
、
希
望
者
の
み
掲
載
）

▼

絵
本
20
冊

　
サ
ロ
ン
・
ド
・
マ
ツ
ナ
ガ

　
松
永 

一か
ず

広ひ
ろ（
山
代
町
久
原
一
区
）

《
教
育
振
興
奨
励
基
金
》

▼

１
０
０
万
円

　
前
田 

敎
一
（
南
波
多
町
笠
椎
）

● 

最
重
点
課
題

　
ペ
ア
レ
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

等
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利

用
に
係
る
子
供
の
犯
罪
被
害
等

の
防
止

● 

重
点
課
題

①
有
害
環
境
へ
の
適
切
な
対
応

②
薬
物
乱
用
対
策
の
推
進

③
不
良
行
為
及
び
初
発
型
非
行（
犯

罪
）
等
の
防
止

④
再
非
行
（
再
犯
）
の
防
止

⑤
重
大
な
い
じ
め
・
暴
力
行
為
等

の
問
題
行
動
へ
の
対
応

　
７
月
は
内
閣
府
が
提
唱
す
る

『
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国

強
調
月
間
』
で
す
。

　
関
係
機
関
・
団
体
、
地
域
住
民

な
ど
が
相
互
に
協
力
・
連
携
し
な

が
ら
、
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防

止
に
向
け
た
諸
活
動
を
集
中
的
に

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
少
年

の
健
全
育
成
に
つ
い
て
国
民
の
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
積
極
的
な

参
加
を
促
し
、
国
民
運
動
の
一
層

の
充
実
と
定
着
を
図
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

７
月
は
『
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
』、

『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調
月
間
』
で
す

↑「牛に限らず、生産者には作る喜び
を感じてほしい」と話す松尾さん（右）

　
肉
用
牛
の
牧
場
な
ど
を
経
営
す

る
松
尾
勝か

つ

馬ま

さ
ん
（
黒
川
町
福
田
）

が
６
月
７
日
、
市
に
１
０
０
０
万

円
を
寄
付
し
ま
し
た
。
松
尾
さ
ん

は
、
伊
万
里
牛
の
生
産
振
興
や
地

産
地
消
の
推
進
な
ど
に
活
用
し
て

ほ
し
い
と
、
平
成
30
年
か
ら
毎
年

１
０
０
０
万
円
ず
つ
寄
付
し
て
お

り
、
今
回
が
５
回
目
と
な
り
ま
す
。

　
深
浦
弘
信
市
長
か
ら
感
謝
状
が

贈
呈
さ
れ
、
受
け
取
っ
た
松
尾
さ

ん
は
、「
市
内
生
産
者
の
情
熱
が
高

ま
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い

伊
万
里
ブ
ラ
ン
ド
の
質
と
量
の
確
保
の
た
め
に

南
波
多
の
子
ど
も
た
ち
を
応
援
し
た
い

　
５
月
30
日
、
前
田
敎

き
ょ
う

一い
ち

さ
ん

（
南
波
多
町
笠
椎
）
が
、
南
波
多

郷
学
館
の
教
育
の
充
実
に
役
立
て

て
ほ
し
い
と
、
市
に
１
０
０
万
円

を
寄
付
し
ま
し
た
。
前
田
さ
ん
は
、

令
和
元
年
度
か
ら
毎
年
、
同
額
を

市
に
寄
付
し
て
い
て
、
今
回
で
４

回
目
に
な
り
ま
す
。

　
深
浦
弘
信
市
長
に
寄
付
金
を
贈

呈
し
た
前
田
さ
ん
は
、「
南
波
多
の

子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
素
直
。
子

ど
も
た
ち
が
、
健
や
か
に
育
つ
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
ま

し
た
。
寄
付
金
は
、
南
波
多
郷
学

館
の
遊
具
や
教
育
用
教
材
の
購
入

な
ど
に
役
立
て
ま
す
。

↑深浦市長に目録を手渡す前田さん（右か
ら３人目）

　
７
月
は
法
務
省
が
主
唱
す
る

『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』
～
犯

罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り

を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
の
強

調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発
月
間
で

す
。
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立

ち
直
り
を
支
え
、
再
び
犯
罪
や
非

行
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
地
域
社

会
で
支
え
る
活
動
が
全
国
で
展
開

さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

●

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
青
少
年

セ
ン
タ
ー
（
☎
㉒
１
２
６
２
）

る
。
そ
の
た
め
に
役
立
て
て
も
ら

い
た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
に
化
石
に
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い

　
北
海
道
札
幌
市
在
住
の
楠
山

健つ
よ
しさ
ん
が
、
市
内
の
小
学
校
・
義

務
教
育
学
校
14
校
に
化
石
の
標
本

セ
ッ
ト
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

　
楠
山
さ
ん
は
、
小
学
生
の
こ
ろ
に

知
人
と
化
石
の
採
集
調
査
に
行
き
、

そ
の
と
き
化
石
に
魅
了
さ
れ
、
現

在
も
調
査
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
寄
贈
は
、
原
美
沙
さ
ん

（
松
浦
町
金
石
原
）
の
協
力
に
よ
り

実
現
し
ま
し
た
。
原
さ
ん
は
、
家

族
で
北
海
道
に
化
石
の
採
集
に
行

か
れ
た
と
き
に
楠
山
さ
ん
と
知
り

合
い
、
現
在
ま
で
交
流
が
あ
る
そ

う
で
す
。
こ
の
縁
が
、
伊
万
里
へ

の
寄
贈
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

↑寄贈された
楠山さん ↑寄贈された化石の標本
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